
発  掘  承  諾  書 

 

 

唐津市教育委員会 教育長 様 

 

                令 和  年  月  日 

                発 掘 予 定 地 所 有 者 

 

                               印 

 

 

        遺跡の発掘に係る下記の予定地の発掘を承諾します。 

 なお、発掘調査による出土遺物については、文化財保護法第 105 条の

規定による土地所有者としての権利を放棄し、その出土品の活用につい

ては唐津市教育委員会に一任します。 

 

記 

 

１ 所 在 地 

 

  佐賀県唐津市                 

 

 

２ 面  積 

 

            ㎡ 

 


